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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のオプトエレクトロニクス素子の製造方法において、
　それぞれに１つのコンタクト構造（２０）が設けられており、且つ、電磁放射の形成に
適した活性層（１６）を半導体層列（１５）内に備えている複数の半導体ボディ（１４）
を第１の主面（１２）上に有している半導体ボディ支持体（１０）を準備するステップと
、
　前記半導体ボディ（１４）を覆うことなく、前記コンタクト構造（２０）および前記半
導体ボディ支持体（１０）の上の領域を少なくとも部分的に覆う平坦な充填構造（４２，
４４）を前記第１の主面（１２）上に形成するステップとを有し、
　前記半導体ボディ支持体（１０）を準備するステップは、複数の半導体ボディ（１４）
を、少なくとも１つのウェハ結合体から個別にまたは一緒に前記半導体ボディ支持体（１
０）に運ぶステップを含み、
　前記平坦な充填構造を前記半導体ボディの少なくとも１つの側縁に対して距離を空けて
配置し、前記半導体ボディの側方にミラー層を形成し、
　少なくとも前記半導体ボディ（１４）を覆う構造化されたレジスト層を形成し、構造化
された前記レジスト層の外側に平坦な充填構造を形成し、構造化された前記レジスト層を
除去することにより、平坦な充填構造を形成するステップを実施し、さらに、
　前記平坦な充填構造は、前記半導体ボディ（１４）の上面と同じ高さで平坦に形成され
ることを特徴とする、複数のオプトエレクトロニクス素子の製造方法。
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【請求項２】
　複数の半導体ボディ（１４）を複数のウェハ結合体から個別に前記半導体ボディ支持体
（１０）に運び、前記複数のウェハ結合体から運ばれた前記半導体ボディ（１４）は、異
なる波長の電磁放射の形成に適した活性層（１６）を有する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の半導体ボディ（１４）を自由に選択可能なパターンで前記半導体ボディ支持
体上に配置する、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の半導体ボディ（１４）をウェハ結合体から補助支持体を用いて一緒に前記半
導体ボディ支持体（１０）に運ぶ、請求項１または２記載の方法。
【請求項５】
　前記半導体ボディ支持体（１０）は半導体材料を含有し、該半導体材料内に保護ダイオ
ードを形成し、該保護ダイオードを前記コンタクト構造の接続面に接続させる、請求項１
から４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　前記半導体ボディ支持体の上に保護ダイオードを配置し、該保護ダイオードを前記コン
タクト構造の接続面に接続させる、請求項１から５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記半導体ボディ支持体は接続面を有し、該接続面をスルーコンタクトを介して前記半
導体ボディ支持体の前記第１の主面側とは反対側の面と接続し、オプトエレクトロニクス
素子の表面実装を実施する、請求項１から６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記平坦な充填構造はプラスチックを含む、請求項１から７までのいずれか１項記載の
方法。
【請求項９】
　前記プラスチックはベンゾシクロブテンを含む、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　１つまたは複数のオプトエレクトロニクス素子を前記半導体ボディ支持体の分割により
個別化する、請求項１から９までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　複数のオプトエレクトロニクス素子を前記半導体ボディ支持体の分割により個別化し、
複数のオプトエレクトロニクス素子から成る結合体を形成し、前記結合体の端部に位置す
るオプトエレクトロニクス素子をブリッジコンタクトを介して前記結合体の内側に位置す
るオプトエレクトロニクス素子と接触接続させる、請求項１から１０までのいずれか１項
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のオプトエレクトロニクス素子の製造方法に関する。
【０００２】
　製造後に接続支持体上に固定されて接触接続されるべき複数のオプトエレクトロニクス
素子を製造するために、各素子の製造のために個別に実施されなければならない一連の個
別処理ステップが必要になることが多い。
【０００３】
　しかしながら個別処理ステップ、すなわち各素子に対して別々に実施されるステップは
、複数の素子に対して同時に実施することができる処理ステップに比べてコストが掛かり
、また煩雑である。
【０００４】
　本発明の課題は、簡単に製造することができる複数のオプトエレクトロニクス素子の製
造方法を提供することである。
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【０００５】
　この課題は、以下のステップを有する、複数のオプトエレクトロニクス素子の製造方法
によって解決される：
　それぞれに１つのコンタクト構造が設けられており、且つ、電磁放射の形成に適した活
性層を半導体層列内に備えている半導体ボディを第１の主面上に有している半導体ボディ
支持体を準備するステップ、
　半導体ボディを覆うことなく、コンタクト構造および半導体ボディ支持体の上の領域を
少なくとも部分的に覆う平坦な充填構造を第１の主面上に形成するステップ。
【０００６】
　本発明によれば、個々のオプトエレクトロニクス素子または１つのモジュールに統合さ
れる複数のオプトエレクトロニクス素子がウェハレベルの平面に構成される、オプトエレ
クトロニクス素子の製造コンセプトが提供される。このことは、半導体ボディ支持体上に
配置されているオプトエレクトロニクス半導体ボディには充填構造によりケーシングが設
けられることを意味する。
【０００７】
　このために例えばチップエンベロープが形成され、このチップエンベロープは、セラミ
ックに類似する特性を有する不均一性のプラスチック、例えばエポキシシリコン混合物か
ら成る。しかしながら、プラスチック固体粉末混合物から成る封止材料を使用することも
考えられる。充填構造が平坦な層を形成することが製造コンセプトの特徴である。
【０００８】
　このことは後続の処理ステップ、例えば半導体ボディの電気的な結線、変換部の被着、
または、レンズのような光学素子の形成を容易にする。これらの処理ステップを全てウェ
ハレベル平面で実施することができるので、冒頭で述べたような時間の掛かる個別処理ス
テップを大部分省略することができる。
【０００９】
　別の実施形態においては、平坦な充填構造を形成するステップが以下のように実施され
る。すなわち、少なくとも半導体ボディを覆う構造化されたレジスト層が形成され、構造
化されたレジスト層の外側に平坦な充填構造が形成され、続いて構造化されたレジスト層
が除去される。
【００１０】
　したがって、ケーシングとして使用される充填構造はリソグラフィ的な製造方法により
形成され、これにより半導体ボディの製造時の通常のリソグラフィ的な精度をケーシング
エンベロープにも拡張することができる。
【００１１】
　別の実施形態においては、半導体ボディがルミネセンスダイオードチップ、有利には薄
膜ルミネセンスダイオードチップとして製造される。
【００１２】
　薄膜ルミネセンスダイオードチップの製造においては、殊に放射を放出する活性層を包
含する機能的な半導体層列が先ず成長基板上にエピタキシャルに成長され、続けて新たな
支持体が半導体層列の成長基板側とは反対側の表面に取り付けられ、その後、成長基板が
除去される。殊に、窒化物化合物半導体のために使用される成長基板、例えば、ＳｉＣ、
サファイアまたはＧａＮは比較的高価なので、この方法は殊に成長基板を再利用できると
いう利点を提供する。窒化物化合物半導体から成る半導体層列からのサファイアから成る
成長基板の引き剥がしを例えばリフトオフ法によって行うことができる。
【００１３】
　殊に、ルミネセンスダイオードチップは、ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体材料、有利には窒
化物化合物半導体を基礎とするエピタキシャル層列を有することができるが、リン化物化
合物半導体材料またはヒ化物化合物半導体材料を基礎とするエピタキシャル層列も有する
ことができる。
【００１４】
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　本発明との関係において「窒化物化合物半導体を基礎とする」とは、活性エピタキシャ
ル層列またはこの層列の内の少なくとも１つの層が窒化物ＩＩＩ－Ｖ族化合物半導体材料
、有利にはＡｌxＧａyＩｎ1-x-yＮ（但し０≦ｘ≦１，０≦ｙ≦１，且つｘ＋ｙ≦１）を
含有することを意味している。その際、この材料は必ずしも上述の式に従った数学的に正
確な組成を有していなくてもよい。むしろこの材料は、ＡｌxＧａyＩｎ1-x-yＮ材料の特
徴的な物理特性を実質的に変化させない、１つまたは複数のドーパントならびに付加的な
成分を含有していてよい。しかしながら分かり易くするために、僅かな量の他の材料によ
って部分的に置換されている可能性があるにしても、上述の式には結晶格子（Ａｌ，Ｇａ
，Ｉｎ，Ｎ）の主要な成分のみが含まれている。
【００１５】
　本発明との関係において「リン化物化合物半導体を基礎とする」とは、活性領域、殊に
半導体ボディが有利にはＡｌｎＧａｍＩｎ1-ｎ-ｍＰ（但し０≦ｎ≦１，０≦ｍ≦１，且
つｎ＋ｍ≦１、有利にはｎ≠０，ｎ≠１，ｍ≠０および／またはｍ≠１）を含有するか、
その材料から構成されていることを意味している。その際、この材料は必ずしも上述の式
に従った数学的に正確な組成を有していなくてもよい。むしろこの材料は、その物理特性
を実質的に変化させない、１つまたは複数のドーパントならびに付加的な成分を含有して
いてよい。しかしながら分かり易くするために、僅かな量の他の材料によって部分的に置
換されている可能性があるにしても、上述の式には結晶格子（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ，Ｐ)の
主要な成分のみが含まれている。
【００１６】
　本発明との関係において「ヒ化物化合物半導体を基礎とする」とは、活性領域、殊に半
導体ボディが有利にはＡｌｎＧａｍＩｎ1-ｎ-ｍＡｓ（但し０≦ｎ≦１，０≦ｍ≦１，且
つｎ＋ｍ≦１、有利にはｎ≠０，ｎ≠１，ｍ≠０および／またはｍ≠１）を含有するか、
その材料から構成されていることを意味している。その際、この材料は必ずしも上述の式
に従った数学的に正確な組成を有していなくてもよい。むしろこの材料は、その物理特性
を実質的に変化させない、１つまたは複数のドーパントならびに付加的な成分を含有して
いてよい。しかしながら分かり易くするために、僅かな量の他の材料によって部分的に置
換されている可能性があるにしても、上述の式には結晶格子（Ａｌ，Ｇａ，Ｉｎ，Ａｓ）
の主要な成分のみが含まれている。
【００１７】
　別の実施形態においては、半導体ボディ支持体を準備するステップは、半導体ボディ支
持体上に被着される複数の半導体ボディをウェハ結合体から個別に半導体ボディ上に運ぶ
ステップを含む。
【００１８】
　したがって、複数の半導体ボディを備えた半導体ボディ支持体は異なるウェハに由来す
るオプトエレクトロニクスチップセグメントを収容し、１つの新たな結合体を形成するこ
とができる。このことは、種々の半導体ボディの放射特性のばらつき、効率損失などの補
償に有利である。つまり例えば、複数の半導体ボディを例えばウェハテスタを用いて事前
に検査することができるので、オプトエレクトロニクス素子の放射特性は所期の仕様を満
たす。
【００１９】
　別の実施形態では、種々の半導体ウェハに由来する半導体ボディを半導体ボディ支持体
上に配置し、種々の色印象を有するモジュールまたはＲＧＢモジュールを形成することが
できる。このために、例えば、従来から公知のピックアンドプレース技術を使用すること
ができる。
【００２０】
　別の実施形態においては、半導体ボディ支持体を準備するステップは、半導体ボディ支
持体上に被着される複数の半導体ボディをウェハ結合体から補助支持体を用いて一緒に半
導体ボディ上に運ぶステップを含む。
【００２１】
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　このために例えばフィルムを使用することができ、１つのウェハ上に製造された半導体
ボディがこのフィルムに収容され、半導体ボディ支持体上に載置される。
【００２２】
　本発明の有利な実施形態および発展形態は従属請求項に記載されている。
【００２３】
　以下では、図面に示された複数の実施例に基づき本発明を詳細に説明する。
【００２４】
　機能的に同一の作用を有する素子、領域および構造には同一の参照番号を付している。
素子、領域または構造が図面において対応している限り、それらに関して必要がなければ
後続の各図面では説明しない。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１Ａ】オプトエレクトロニクス素子の実施例の概略的な断面図を示す。
【図１Ｂ】オプトエレクトロニクス素子の実施例の概略的な断面図を示す。
【図１Ｃ】オプトエレクトロニクス素子の実施例の概略的な断面図を示す。
【図２】複数のオプトエレクトロニクス素子の別の実施例の平面図を示す。
【図３Ａ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図３Ｂ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図３Ｃ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図３Ｄ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図３Ｅ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図４Ａ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図４Ｂ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図４Ｃ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図４Ｄ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図４Ｅ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図５Ａ】オプトエレクトロニクス素子の別の実施例の平面図を示す。
【図５Ｂ】図５Ａによるオプトエレクトロニクス素子の概略的な断面図を示す。
【図６】オプトエレクトロニクス素子の別の実施例の平面図を示す。
【図７Ａ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図７Ｂ】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【図８】複数のオプトエレクトロニクス素子の別の実施例の平面図を示す。
【図９】複数のオプトエレクトロニクス素子の実施例を示す。
【図１０】複数のオプトエレクトロニクス素子を製造するための別の実施例の概略的な断
面図を示す。
【００２６】
　図１Ａを参照しながら、以下では本発明による方法の出発点を説明する。図１Ａは半導
体ボディ支持体１０を示し、この半導体ボディ支持体１０においては第１の主面１２上に
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複数の半導体ボディ１４が設けられている。
【００２７】
　半導体ボディ１４はそれぞれ１つのコンタクト構造２０を有し、このコンタクト構造２
０は半導体ボディ１４の電気的な接触接続に適している。コンタクト構造２０の上に配置
されている半導体ボディ１４は活性層１６を有し、この活性層１６は半導体層列１５内に
埋め込まれている。活性層１６は有利には放射を形成するために構成されている。有利に
は、それぞれの半導体ボディがルミネセンスダイオード半導体ボディとして構成されてい
る。
【００２８】
　さらに半導体ボディ１４は半導体層列１５を有する。半導体層列１５は例えば２つの半
導体層を有することができ、これら２つの半導体層の間には活性層１６が配置されている
。これらの半導体層は有利には導電型が異なるものであり、殊に異なる導電型にドープさ
れている（ｎ導電型またはｐ導電型）。半導体ボディ１４はさらに有利にはエピタキシャ
ルに成長されている。
【００２９】
　本導体ボディ１４のための半導体層構造を、例えば有機金属気相エピタキシャル法によ
って成長基板上にエピタキシャルに析出することができる。続いて、半導体層構造から例
えばエッチングにより半導体ボディを形成することができる。
【００３０】
　半導体ボディ１４の上面には放射放出面１８が形成されており、この放射放出面１８の
面積は実質的に半導体構造の大きさに対応する。半導体ボディ１４を例えば矩形に構成す
ることができ、この矩形の辺長を広い範囲にわたり変更することができる。つまり一方で
は５０μｍよりも短い辺長を有する半導体ボディを形成することができるが、他方では５
ｍｍまでの辺長を有する大面積の半導体ボディを使用することもできる。
【００３１】
　この実施例では、半導体層列１５は例えば約６μｍの厚さを有しているが、この値を広
い範囲で変更することができる。通常の場合、コンタクト構造２０は、例えばスパッタリ
ングされた金属層からフォトリソグラフィ技術を用いて形成される金属路である。その厚
さは通常の場合、数μｍである。
【００３２】
　図１Ａに示されている実施例は、半導体ボディの構造の１つのヴァリエーションを表し
ているに過ぎない。例えば、異なる構成の接触接続によって、すなわち接続支持体２０を
異なる構成で形成することによって、図１Ａによる実施例とは異なる他の配置構成も考え
られる。
【００３３】
　つまり図１Ｂにおいては、両方の側面にそれぞれ１つのコンタクトを有し、このコンタ
クトがコンタクト構造２０と接続されている半導体ボディ１４が示されている。したがっ
てこれらのコンタクトはこの実施例において対向する面に配置されている。
【００３４】
　しかしながらまた図１Ｃに示されているように、半導体ボディの縁部を介して接触接続
を行うことも考えられる。
【００３５】
　このために半導体ボディ１４は半導体ボディ支持体１０の上方に配置されており、また
一方の面には絶縁材料３０が設けられている。半導体層列との接続部を絶縁材料３０の上
ないし下に配置することができる。
【００３６】
　さらに有利には、図２に示されているように、半導体ボディ１４は半導体ボディ支持体
１０上に規則的なパターンに従って配置されている。図２に示されている平面図からは、
半導体ボディ１４が例えばマトリクスの形態で配置されていることが見て取れる。
【００３７】
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　半導体ボディ１４を自由に選択できるパターンで半導体ボディ支持体１０上に配置する
ことができる。多数の半導体ボディ１４は例えば１つのウェハ結合体に由来するものでよ
く、この場合には半導体ボディ１４は個別に半導体ボディ支持体１０上に運ばれる。この
ために、従来から公知のピックアンドプレース法を使用することができる。
【００３８】
　したがって、例えば半導体ボディ支持体１０の上に配置すべき半導体ボディ１４をその
放射特性に関して事前に選択するために、ウェハ結合体の半導体ボディ１４を既に製造後
に検査することができる。しかしながらまた、例えば電磁放射の形成に適した種々の活性
層１６を有する種々のウェハ結合体の半導体ボディを使用することもでき、それにより半
導体ボディ支持体１０上の半導体ボディ１４は種々の波長の電磁放射を放出することがで
きる。
【００３９】
　同様に別の実施形態においては、ウェハ結合体の半導体ボディを補助支持体、例えばフ
ィルム、有利には放熱フィルムを用いて半導体ボディの上に運ぶことも可能である。この
場合には殊に個別処理ステップを省略することができる。
【００４０】
　以下では、図３Ａから３Ｅを参照しながら、複数のオプトエレクトロニクス素子を製造
するための第１の実施例を説明する。この方法では、図１Ａから図１Ｃにおいて説明した
、半導体ボディ支持体１０上に配置されている半導体ボディ１４が出発点となる。
【００４１】
　図３Ａに示されているように、第１のステップにおいては、フォトラック層が被着され
、続いて構造化される。フォトラック層の構造化を例えば従来技術から公知のフォトリソ
グラフィ的な露光によって実施することができる。構造化の結果、フォトレジスト構造４
０が得られ、このフォトレジスト構造４０は半導体ボディ１４ならびにコンタクト構造２
０の一部を覆う。フォトレジスト層は、半導体ボディ１４の側面にはそれぞれこのフォト
レジスト層が覆っていない領域が生じるように構造化される。フォトレジスト層はまた隣
接する半導体ボディのコンタクト構造２０の間においても除去される。
【００４２】
　半導体ボディ支持体１０に対して多くの材料を使用することができる。つまり、例えば
、セラミック基板またはシリコン基板を使用することができる。考えられる別の材料には
、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、サファイア、窒化アルミニウムまたは当業者に
は公知の別の材料が含まれる。
【００４３】
　図３Ｂには、充填層を被着し、続いてこの充填層を平坦化するステップが示されている
。これにより充填構造が得られ、この充填構造はフォトレジストが除去されている部分に
埋められている。平坦化を行うステップによって充填構造４２はレジスト構造４０と実質
的に同一の高さを有する。充填材料は例えばプラスチックでよい。有利にはベンゾシクロ
ブテンが使用される。
【００４４】
　図３Ｃに示されている後続のステップにおいては、レジスト構造４０が除去され、さら
なる平坦化ステップが実施される。さらなる平坦化ステップによって充填構造４２の高さ
が低減され、これにより半導体ボディ１４の上面と同じ高さの平坦な充填構造４４が形成
される。
【００４５】
　したがって、他の全ての処理ステップをウェハ結合体のレベルの平坦な系で実施するこ
とができる。他の処理ステップには、保護ダイオードの形成、変換部の被着、反射層の形
成またはレンズのような光学素子の被着が含まれる。しかしながら、それらの別の処理ス
テップを必ずしも全て実施する必要はないことを言及しておく。つまり、例えば、変換部
を必要としないオプトエレクトロニクス素子、または保護ダイオードが無くとも駆動する
オプトエレクトロニクス素子を製造することも可能である。したがって、以下において説
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明する処理ステップは単に例示的なものに過ぎない。
【００４６】
　図３Ｄには、保護ダイオード４６を形成するステップが示されている。この保護ダイオ
ード４６は接続支持体２０の相応の第１のコンタクト面２１ないし第２のコンタクト面２
２の上に配置される。さらにこの処理ステップにおいては電気的な接続も実施される。
【００４７】
　図３Ｅには、半導体ボディ１４の放射面の上に変換部を形成するステップが示されてい
る。変換層は、例えば、少なくとも１つのルミネセンス変換材料が埋め込まれているシリ
コン層である。少なくとも１つのルミネセンス変換材料は、例えばＹＡＧ：Ｃｅまたは公
知のルミネセンス変換材料でよい。
【００４８】
　ルミネセンス変換材料によって、例えば、活性層１２から放出される、例えば緑色光、
青色光または紫外線光である放射の少なくとも一部の波長が白色光を生じさせるように相
補的なスペクトル領域に変換される。
【００４９】
　シリコン層をルミネセンス変換材料のためのキャリア層として使用することは、短波長
の青色または紫外線の放射に対してシリコンが比較的鈍感であるという利点を有する。こ
のことは殊に、放出される放射が通常は短波長の青色または紫外線のスペクトル領域の成
分を少なくとも一部含んでいる、窒化物化合物半導体を基礎とするルミネセンスダイオー
ドチップにとって有利である。択一的に、他の透明な有機材料または無機材料も少なくと
も１つのルミネセンス変化材料のためのキャリア層として機能することができる。
【００５０】
　別の処理ステップは反射性のコンタクト層としてのコンタクト層の被着を含む。さらに
、コンタクト層２０と結合層との間にバリア層を配置することもできる。バリア層は例え
ばＴｉＷＮを含有する。殊にバリア層によって、例えばはんだ層である結合層の材料の反
射性のコンタクト層への拡散が阻止される。このような材料の拡散は殊に反射性のコンタ
クト層の反射を劣化させる虞がある。しかしながらこれらのステップは当業者に周知であ
るので、ここでは詳細には説明しない。
【００５１】
　変換部を例えば支持体フィルムの上に準備し、１つのステップで複数のオプトエレクト
ロニクス素子のそれぞれの半導体ボディの上に運ぶことができる。したがって、個々のオ
プトエレクトロニクス素子の時間の掛かる個別処理ステップを省略することができる。変
換部４８の変換材料に関しては従来技術から種々の製造方法が公知である。
【００５２】
　以下では、図４Ａから４Ｅを参照しながら、複数のオプトエレクトロニクス素子を製造
するための第２の実施例を説明する。
【００５３】
　図４Ａから図４Ｅによる方法は、充填構造のさらなる平坦化を行うステップが省略され
る点で前述の方法とは異なる。したがって、レジスト構造は半導体ボディの放射放出面を
越えて突出しており、これにより半導体ボディの上方には中空部が生じる。
【００５４】
　したがってこの中空部を、図４Ｃに示されているように、変換部４８で充填するために
使用することができる。このために有利には、液状の凝集状態で存在し、中空部への充填
後に硬化する変換材料が使用される。さらには、放射放出面と変換部との間に空隙を残す
か、カバーを設けることが同様に行われている。このことは、紫外線領域の放射を放出す
るオプトエレクトロニクス素子を使用する際の熱的な利点を有する。
【００５５】
　さらなるステップが図４Ｄに示されている。この図４Ｄにおいては、コンタクト構造２
０のコンタクト面２１，２２を第１の主面１２側とは反対側の面からスルーコンタクト５
４（いわゆるバイア）によって接触接続することが示されている。したがって、表面実装
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に適しているオプトエレクトロニクス素子の製造が可能である。
【００５６】
　図３または図４には示していない別のヴァリエーションは保護ダイオードの形成に関す
る。殊に、半導体ボディ支持体１０としてシリコン基板を使用する場合、例えば適切なド
ーピングによって保護ダイオードを半導体ボディ１０内に直接形成することができる。
【００５７】
　相応の寸法設計によって、すなわちドープされる領域の大きさを適合させることによっ
て、保護ダイオードの電気的な特性をそれぞれの用途に適合させることができる。
【００５８】
　このヴァリエーションは殊に、図３Ｄに示したような外部保護ダイオードのコストの掛
かる実装を省略する。
【００５９】
　図４Ｅには、オプトエレクトロニクス素子の上に光学系を被着するステップが示されて
いる。この実施例において光学系は、支持体５０の上に配置されている複数のレンズ５２
から構成されている。したがって、半導体ボディ支持体１０上のオプトエレクトロニクス
素子の各々に対して１つレンズ５２が１つの処理ステップで形成される。
【００６０】
　以下では、図５Ａおよび図５Ｂを参照しながら、本発明の別の実施例を説明する。図示
されている処理ステップは図３Ａから図３Ｅまたは図４Ａから図４Ｅによるステップに続
いて行われるものである。
【００６１】
　図５Ａに示されているように、規則的なパターンで半導体ボディ支持体１０上に配置さ
れている複数のオプトエレクトロニクス素子を個別化することができる。
【００６２】
　半導体ボディ１０は図５Ａの紙面に関して水平方向においても垂直方向においても分割
される。図５Ａに示されているように、例えば、１つまたは２つのルミネセンスダイオー
ドチップを含むモジュールを形成することができる。
【００６３】
　このために、例えば、図５Ｂにおいて切断線６１および６２に基づき概略的に示されて
いるように、隣接する半導体ボディ１４間の充填材料の位置で切断が行われる。
【００６４】
　図６に基づき、別の実施例における保護ダイオード４６の実装を詳細に説明する。保護
ダイオード４６は例えば表面実装法により第１のコンタクト面２１および第２のコンタク
ト面２２上に配置される。保護ダイオード４６の被着は有利には、オプトエレクトロニク
ス素子の個別化の前に実施される。
【００６５】
　以下では、図７Ａおよび図７Ｂを参照しながら、本発明の別のヴァリエーションを説明
する。
【００６６】
　このヴァリエーションは充填材料の被着に関する。充填材料はこの実施例によれば封止
材料より成る。このために半導体ボディ支持体１０に対して封止材料７０が準備される。
封止材料を例えば滴の形で落とすことができる。
【００６７】
　半導体ボディ支持体１０は２つのワークピース７２と７４との間に配置され、これら２
つのワークピース７２，７４が加熱される。上側のワークピース７４は、半導体ボディ支
持体１０上の半導体ボディ１４と接触しないために開口部（キャビティ）を有する。プレ
スによって封止材料７０が半導体ボディ１４間に押し付けられる。平坦化ステップを実施
した後に、図３Ｂないし図４Ｂに基づき説明した、さらなる処理ステップが続けて実施さ
れる。
【００６８】
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　図８には別の実施形態が示されており、この実施形態においては複数のオプトエレクト
ロニクス素子が共通の結合支持体上に被着されている。
【００６９】
　図８から見て取れるように、外側に配置されている半導体ボディ１４には接続面２１な
いし２２がそれぞれ設けられている。この配置構成において内側に設けられている半導体
ボディは、その上に配置されているチップの導体路を介して延びるブリッジコンタクト８
４によりコンタクトフィールド２３へと案内される。
【００７０】
　この実施形態によれば、複数のオプトエレクトロニクス素子から構成されている任意の
大きさのモジュールを形成することができる。上述したように、複数の個別処理ステップ
を実施する必要なく、オプトエレクトロニクス素子を形成することができる。
【００７１】
　このことを、図９を参照しながらもう一度概説する。この図９には複数のオプトエレク
トロニクス素子を含む半導体ボディ支持体１０が示されている。半導体ボディ支持体１０
は例えば６インチウェハでよい。左側には、ウェハ結合体で製造される複数のレンズが示
されている。したがって、例えば半導体ボディ１４の上への光学素子の被着を単一のステ
ップで、半導体ボディ支持体上の複数のオプトエレクトロニクス素子に対して実施するこ
とができる。
【００７２】
　別の実施例が図１０に示されている。この実施例によれば、例えば赤色、緑色または青
色を放射する半導体ボディを形成するために、例えば３つの半導体層列から成り、それぞ
れに異なる活性層が設けられている、いわゆる積層化半導体ボディが使用される。
【００７３】
　これらの半導体ボディは上下に重なって配置されており、その下にはミラー層、拡散バ
リアおよびはんだ層を配置することができる。この積層体の側縁には例えばパッシベーシ
ョン層を配置することができる。
【００７４】
　さらには、充填材料の側縁に同様にミラー９０を形成することもできる。充填材料の側
縁のエッジ角は可変でよい。パッシベーション層９２ないし側縁に配置されるミラーを形
成するために、図３Ａから図３Ｅないし図４Ａから図４Ｅと同様に実施されるプロセスを
実行することができる。
【００７５】
　しかしながらこのプロセスは、例えば図３Ａに示されているようなレジスト層の構造化
が、このレジスト層が半導体ボディ１４の側縁も覆うように実施される点において異なる
。したがって、半導体ボディ１４と充填構造との間のレジスト構造を除去した後には空隙
が生じ、この空隙にパッシベーション層ないしミラーを設けることができる。
【００７６】
　本発明は実施例に基づいた説明によって制限されるものではない。むしろ本発明はあら
ゆる新規の特徴ならびにそれらの特徴のあらゆる組み合わせを含むものであり、これには
殊に特許請求の範囲に記載した特徴の組み合わせ各々が含まれ、このことはそのような組
み合わせ自体が特許請求の範囲あるいは実施例に明示的には記載されていないにしてもあ
てはまる。
【００７７】
　本願は、ドイツ連邦共和国特許出願102008030815.3の優先権を主張するものであり、そ
の開示内容は参照により本願に取り入れられる。
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